
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
の
熱
河
来
訪
と
清
朝
旗
人
官
僚
の
対
応

l
l十
八
世
紀
後
半
の
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
一
側
面
1
1
1
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
乾
隆
四
十
五
年
(
一
七
八

O
)
に
お
け
る
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ

マ
一
ニ
世
の
熱
河
来
訪
の
際
、
応
接
を
担
当
し
た
旗
人
官
僚
が
ど
の
よ
う

な
対
応
を
と
っ
た
の
か
を
分
析
し
、
当
時
の
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の

実
態
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

乾
隆
四
十
五
年
八
月
十
三
日
は
、
乾
隆
帝
の
七
十
歳
の
誕
生
日
(
万

寿
節
)
で
あ
っ
た
。
清
朝
は
、
熱
河
(
現
在
の
承
徳
)
の
避
暑
山
荘
に

主
公
・
大
臣
及
び
外
国
か
ら
の
使
節
等
を
招
昔
、
こ
の
記
念
す
べ
き
日

を
盛
大
に
祝
賀
し
た
。
こ
の
方
寿
節
に
際
し
、
遥
々
チ
ベ
ッ
ト
の
地
か

ら
熱
河
を
訪
れ
た
の
が
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
次
ぐ
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
ゲ
ル
ク

派
の
大
転
世
僧
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
(
ベ
ル
テ
ン
イ
ェ

1
シ
ェ

1
)

で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
大
転
世
僧
が
清
朝
皇
帝
と
会
う
た
め
に
来
朝

す
る
の
は
、
順
治
十
年
(
一
六
五
三
)
白
ダ
ラ
イ
ラ
マ
五
位
以
来
、
実

に
百
二
十
七
年
ぶ
り
由
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
乾
隆
帝
も
こ
れ
を

大
い
に
歓
迎
し
、
そ
の
応
接
に
心
を
尽
く
し
た
。
こ
の
と
き
パ
ン
チ
ェ

ン
ラ
マ
三
世
は
、
熱
河
・
北
京
に
お
け
る
皇
帝
所
用
の
輿
の
使
用
、
皇

帝
官
僚
へ
の
叩
頭
礼
の
免
除
、
膨
大
な
量
白
賞
賜
品
の
賜
与
な
ど
、

村

上

明

信

異
例
の
厚
遇
を
受
け
た

7
)
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
の
清
朝
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
か
ら

こ
つ
の
相
反
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
、
清
朝
と
チ

ベ
ッ
ト
は
冊
封
・
朝
貢
を
通
じ
て
の
支
配
・
被
支
配
関
係
に
あ
っ
た
、

と
い
う
も
由
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
主
に
中
国
の
研
究
者
が
提
示
す
る

も
の
で
、
清
朝
を
継
承
し
た
現
代
中
国
が
チ
ベ
ァ
ト
の
領
有
権
を
有
す

る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ

三
世
に
関
し
て
も
、
乾
隆
三
十
↓
年
に
お
け
る
金
冊
の
賞
賜
、
熱
河
で

の
万
寿
節
に
お
け
る
玉
冊
叩
賞
賜
を
も
っ
て
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世

が
冊
封
を
受
け
、
清
朝
の
支
配
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
見
な
す
(
主
。

そ
し
て
、
清
朝
が
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
を
優
遇
し
た
の
は
、
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
を
信
奉
す
る
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
の
支
配
に
お
い
て
彼
の
影

響
力
を
利
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
す
る

(
3
)
。

も
う
一
つ
は
、
清
朝
皇
帝
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
は
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
の
施
主
と
応
供
僧
と
い
う
対
等
の
関
係
に
あ
っ
た
、
と
い

う
見
解
で
あ
る
。
鈴
木
中

E
氏
は
、
清
初
の
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
で

は
、
清
朝
皇
帝
は
儒
教
的
な
天
子
と
し
て
で
は
な
く
「
文
殊
菩
薩
の
化

身
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
大
ラ
マ
と
清
朝
皇
帝
は
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法
と
財
を
与
え
あ
う
仏
教
僧
と
施
主
の
関
係
に
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い

る
(
4
)
。
乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
関
係
に
関
し
て
も
、
乾

隆
帝
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
(
5
)
を
守
護
す
る
「
文
殊
菩
薩
の
化
身
了

「
転
輪
聖
王
」
と
し
て
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
を
自
ら
と
対
等
に
遇
し
、

熱
河
に
お
い
て
盛
大
な
仏
教
法
要
を
幾
度
も
挙
行
し
た
こ
と
が
、
石
演

裕
美
子
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
旦
。
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
て

ば
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
の
優
遇
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
価
値

観
に
基
づ
き
、
施
主
で
あ
る
乾
隆
帝
が
応
供
僧
で
あ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ

マ
コ
一
世
を
尊
崇
・
供
養
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
を
め
ぐ
り
、
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
清
朝
が
多
元
的
な
統
治
構
造
を
も
っ

た
王
朝
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
岡
洋
樹
氏
は
、
清
朝
皇

帝
が
、
中
華
世
界
で
は
儒
教
的
徳
治
を
体
現
す
る
{
中
華
皇
帝
」
、
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
で
は
仏
教
を
守
護
す
る

「
文
殊
(
菩
薩
)
の
化
身
」
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
演
出
す
る
こ
と
で
、

両
世
界
で
の
支
配
の
正
統
性
を
確
立
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
(
7
)
。
こ

の
見
解
に
従
え
ば
、
乾
隆
帝
に
よ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
冊
封

は
「
中
華
皇
帝
」
と
し
て
、
盛
大
な
仏
教
法
要
の
挙
行
は
「
文
殊
菩
薩

の
化
身
」
で
あ
る
施
主
の
勤
め
と
し
て
、
当
然
行
う
べ
き
儀
礼
で
あ
っ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
と
も
に
行
わ
れ
て
い
る

事
実
は
、
清
朝
皇
帝
が
「
中
華
皇
帝
」
と
「
文
殊
菩
薩
の
化
身
」
の
双

方
の
立
場
で
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
と
相
対
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
清
朝
皇
帝
が
こ
の
二
つ
の
立
場
を
い
か

に
使
い
分
け
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
華
世
界
・
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
世
界
の
双
方
に
君
臨
す
る
清
朝
皇
帝
は
、
こ
の
両
世
界
に
お
い
て

支
配
の
正
統
牲
を
同
時
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ

マ
一
二
世
を
熱
河
に
迎
え
る
際
に
も
、
乾
隆
帝
は
施
主
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
に
敬
意
を
示
し
、
こ
れ
を
手
厚
〈
保
護
す
る
一
方
で
、
中
華
世
界

白
秩
序
を
乱
す
よ
う
な
行
き
過
ぎ
た
優
遇
は
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
る
と

し
た

(
8
1

こ
う
し
た
複
雑
な
状
況
の
中
で
、
乾
隆
帝
が
パ
ン
チ
ェ
ン

ラ
マ
三
世
を
迎
え
る
際
に
い
か
な
る
方
策
を
と
っ
た
の
か
を
解
明
し
て

こ
そ
、
当
時
四
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
実
態
把
撮
が
可
能
に
な
る
と

筆
者
は
考
え
る
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
、
本
稿
で
は
、
清
朝
皇
帝
の
下
で
チ

ベ
ッ
ト
事
務
の
処
理
を
担
当
し
た
八
旗
に
所
属
す
る
旗
人
の
官
僚
の

動
向
に
着
目
す
る
。
八
旗
は
、
満
洲
族
及
び
清
初
に
内
属
し
た
モ
ン
ゴ

ル
族
・
漢
族
を
主
体
と
し
て
編
成
さ
れ
た
清
朝
独
自
の
軍
事
・
社
会
組

織
で
、
清
朝
に
お
け
る
軍
事
力
の
根
幹
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
・
武
の

旗
人
官
僚
の
輩
出
母
体
で
も
あ
っ
た
。
八
旗
に
は
八
旗
満
洲
・
八
旗
蒙

古
・
八
旗
漢
軍
が
存
在
し
、
各
旗
の
旗
人
は
そ
れ
ぞ
れ
満
洲
旗
人
蒙

古
旗
人
・
漢
軍
旗
人
と
呼
ば
れ
た
。
と
の
う
ち
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ァ

ト
・
青
海
・
新
彊
か
ら
な
る
藩
部
の
統
治
は
満
洲
旗
人
と
蒙
士
口
旗
人
が

行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
援
も
こ
の
両

者
が
担
当
し
た
。
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
援
を
担
当
し
た
旗
人

官
僚
は
、
中
華
世
界
で
は
朝
貢
使
節
を
撫
す
る
官
僚
の
立
場
に
あ
っ
た

が
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
で
は
施
主
た
る
清
朝
皇
帝
の
代
理
人
と
い
う

立
場
に
あ
っ
た
。
で
は
、
彼
ら
は
こ
の
二
つ
の
立
場
を
い
か
に
使
い
分

け
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
対
し
て

E
の
よ
う
な
態
度
で
接
し
た
り

だ
ろ
う
か
。
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以
下
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
一
行
の
旅
程
と
応

援
担
当
の
旗
人
官
僚
を
紹
介
し
た
後
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
接

時
に
お
け
る
清
朝
側
の
対
応
に
関
す
る
乾
隆
帝
の
考
え
を
分
析
し
、
乾

隆
帝
が
旗
人
官
僚
に
「
中
華
王
朝
の
官
僚
」
と
「
施
主
の
代
理
人
」
の

双
方
の
立
場
を
い
か
に
使
い
分
け
さ
せ
た
の
か
を
究
明
す
る
。
次
い

で
、
応
接
担
当
の
旗
人
官
僚
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ

三
世
を
応
接
し
た
の
か
を
検
討
し
、
両
者
が
実
質
的
に
い
か
な
る
関
係

に
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
当
時
の
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
実

態
に
迫
る
。

パ
ン
チ
之
ン
ラ
マ
三
世
の
旅
程
と

応
接
担
当
の
旗
人
官
僚

こ
こ
で
は
ま
ず
、
陳
銘
儀
・
郭
美
蘭
両
氏
の
研
究
(
9
)

を
参
照
し

な
が
ら
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
一
行
の
旅
程
と
、
彼
ら
の
応
援
を
担

当
し
た
旗
人
官
僚
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

乾
隆
四
十
三
年
十
二
月
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
が
乾
隆
四
十
五
年

の
万
寿
節
に
入
観
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
を
チ
ャ
ン
キ
ャ
目
点

ト
ク
ト
二
世
か
ら
聞
い
た
乾
隆
帝
は
、
こ
れ
を
「
吉
祥
司
善
事
」
で
あ

る
と
喜
び
、
す
ぐ
さ
ま
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
を
迎
え
る
た
め
白
準

備
を
開
始
す
る
。
ま
ず
同
月
、
駐
蔵
大
臣
の
留
保
住

(FEgo--』
正

白
旗
蒙
古
(
叩
)
)
に
対
し
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
が
座
主
を
つ
と
め

る
シ
ガ
ツ
ェ
の
タ
シ
ル
ン
ポ
寺
に
赴
い
て
入
観
の
旅
程
等
を
話
し
合
う

よ
う
命
じ
る
。
翌
年
二
月
、
留
保
住
は
タ
シ
ル
ン
ポ
寺
に
赴
き
、
パ
ン

チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
申
旅
程
を
、
乾
隆
四
十
四
年
六
月
に
シ
ガ
ツ
ェ
を
出

発
し
、
車
問
海
の
西
寧
府
近
く
に
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
大
寺
院
ク
ン
プ

ン
寺
(
塔
爾
寺
)
で
越
冬
し
た
後
、
同
四
十
五
年
初
め
に
再
び
歩
み
を

開
始
し
、
フ
フ
ホ
ト
、
タ
イ
ガ
、
ド
ロ
ン
ノ

l
ル
等
を
へ
て
七
月
に
避

暑
山
荘
に
入
り
、
乾
隆
四
十
六
年
に
チ
ベ
ッ
ト
に
戻
る
、
と
定
め
た
。

乾
隆
四
十
周
年
六
月
十
七
日
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
一
行
は
タ

シ
ル
ン
ポ
寺
を
出
発
し
、
留
保
住
と
合
流
し
た
後
、
同
月
二
十
六
日

に
ラ
サ
北
西
田
羊
八
井
に
到
着
し
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
ら
の
祝
福
を
受

け
る
。
七
月
六
日
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
一
行
と
随
行
役
の
留
保
住

は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
ら
と
別
れ
て
北
上
を
続
け
、
八
月
二
十
四
日
に

青
海
南
部
を
東
西
に
流
れ
る
ム
ル
ウ
ス
川
を
渡
り
、
西
寧
鱗
事
大
臣
の

法
福
礼
(
目
度
目
)
の
出
迎
え
を
受
け
た
。
十
月
十
三
日
に
は
、
青
海

と
甘
粛
の
交
接
地
域
に
あ
る
ド
ン
コ
ル
寺
(
東
科
爾
寺
)
に
至
り
、
際

甘
総
督
勤
禰
謹
(
「
司
E
ロ
・
鍛
白
旗
満
洲
(
打
)
)
の
出
迎
え
を
受
け
、

十
月
十
六
日
に
は
越
冬
の
地
で
あ
る
ク
ン
プ
ン
寺
に
到
着
す
る
。
ク
ン

プ
ン
寺
に
は
西
安
将
軍
伍
禰
泰

2
5
E
・
正
賞
旗
蒙
士
口
(
世
)
)
・
散

秩
大
臣
万
福
(
者
E
E
)
・
署
理
藩
院
侍
郎
保
泰
(
国
o
o
E
・
正
白
旗
蒙

古
(
叩
)
)
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
=
一
世
一
行
を
応
接

し
た
。

ζ

こ
で
乾
隆
帝
は
、
留
保
住
を
北
京
に
呼
び
戻
し
、
代
わ
っ
て

伍
掬
泰
を
そ
の
後
の
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
随
行
役
に
任
じ
る
。

乾
隆
四
十
五
年
元
旦
に
は
、
乾
隆
帝
が
派
遣
し
た
乾
清
門
侍
衛
の
悌

爾
卿
額
(
需
世
話
mm
・
正
白
旗
蒙
古
{
叫
}
)
が
ク
ン
プ
ン
寺
に
到
着

し
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
新
年
祝
賀
の
供
養
を
届
げ
て
い
る
。
そ

し
て
同
年
三
月
十
目
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
一
行
お
よ
び
伍
禰
泰
は

ク
ン
プ
ン
寺
を
出
立
し
、
約
二
ヶ
月
後
の
五
月
十
六
日
に
は
7
7
ホ
ト

に
到
着
す
る
。
こ
こ
で
は
乾
清
門
侍
衛
烏
爾
図
一
那
遜

(
C
E旨
自

5
・

正
白
旗
蒙
古
(
市
)
)
・
冠
軍
使
達
夫
(
山
口
邑
ロ
)
ら
の
出
迎
え
一
を
受
け
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た
。
同
月
二
十
三
日
に
は
タ
イ
ガ
に
到
着
し
、
乾
隆
帝
の
六
皇
子
永
稽

(
4
5
唱
。
口
問
)
・
総
藷
達
(
時
)
永
貴
司

E
E
E
・
正
白
旗
満
洲
(
行
)
)
・

チ
ャ
ン
キ
ヤ

H

ホ
ト
ク
ト
二
世
ら
の
歓
迎
を
受
け
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ

マ
三
世
は
彼
ら
と
と
も
に
熱
河
に
向
か
う
。
六
月
二
十
一
日
に
は
、
ド

ロ
ン
ノ
l
ル
で
御
前
侍
衛
豊
仲
済
倫
(
伊
国
税

B
-
Eロ
・
鎖
黄
旗
満
洲

(
相
)
)
ら
が
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
一
行
を
応
接
し
て
い
る
。
こ
う
し

て
一
年
以
上
も
の
時
聞
を
か
け
、
乾
隆
四
十
五
年
七
月
二
十
一
日
、
つ

い
に
一
行
は
熱
河
の
避
暑
山
荘
に
到
着
す
る
。

パ
ン
チ
ヱ
ン
ラ
マ
三
世
応
接
時
の
清
朝
側
の

対
応
に
関
す
る
乾
隆
帝
の
考
え

前
述
の
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
を
応
接
す
る
旗
人
官
僚
に

は
、
朝
貢
使
節
を
撫
す
る
「
中
華
王
朝
の
官
僚
」
と
し
て
の
立
場
と
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
崇
敬
し
守
護
す
る
「
施
主
の
代
理
人
」
と
し
て
の

立
場
が
あ
っ
た
。
で
は
、
前
章
で
挙
げ
た
旗
人
官
僚
は
こ
の
双
方
の
立

場
を
使
い
分
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
が
必
要
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、

乾
隆
帝
と
挟
甘
総
督
勅
爾
謹
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
乾
隆
四
十
四
年

十
月
十
三
日
、
ド
ン
コ
ル
寺
で
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
一
行
を
応
接
し

た
勤
爾
謹
ら
は
、
そ
の
際
の
自
身
の
行
動
を
次
由
よ
う
に
乾
隆
帝
に
報

告
し
た
。
ず
で

前
に
経
に
奴
才
勅
爾
謹
は
迎
え
て
交
界
に
至
り
、
井
び
に
建
宴
事

宜
を
料
理
す
る
を
奏
明
し
、
奴
才
仁
和
は
亦
た
沿
途
の
敬
塘
を
査

い

た

危

ま

た

看
す
る
を
奏
明
し
、
倶
に
前
後
し
て
行
き
て
西
寧
に
抵
る
に
、
適

ま
班
禅
額
爾
徳
尼
の
入
境
の
信
息
あ
る
を
聞
き
、
奴
才
等
は
十
月

十
三
日
に
甘
粛
交
界
の
東
科
爾
寺
に
在
り
て
叩
見
せ
り
(
叩
)
。

こ
こ
で
勤
爾
謹
と
仁
和
は
、
ド
ン
コ
ル
寺
で
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に

「
叩
見
」
、
す
な
わ
ち
叩
頭
し
謁
見
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
上
奏
を

見
た
乾
隆
帝
は
、
次
の
よ
う
な
長
文
の
寄
信
上
諭
(
宮
中
か
ら
官
僚
に

直
接
送
ら
れ
る
機
密
性
の
高
い
上
諭
(
田
)
)
を
下
し
て
勃
繭
謹
を
厳
し

く
叱
責
し
た
(
引
用
史
料
中
の
傍
線
及
び
丸
数
字
は
筆
者
が
付
し
た
も

の)。
今
日
、
勅
爾
謹
申
班
禅
額
商
徳
尼
の
入
境
せ
る
一
摺
を
奏
す
。
称

す
る
に
撮
れ
ば
、
「
甘
粛
交
界
の
東
科
蔚
寺
に
在
り
て
即
見
せ
り
」

等
語
。
比
の
語
は
甚
だ
非
是
に
属
す
。
①
|
今
乱
守
剛
刻
制
嗣
劃

剖
叫
引
川
親
M
引
割
樹
対
副
割
叶
叶
釧
剖
嗣
劇
剖
叫
刷
1
劃
叫
川
叫

当
副

U
叫
割
削
川
捌
創
叫
制
矧

u、
②
凶
刻
刻
制
調
醐
倒
刷
釧
割

引
湖
什
剖
剛
寸
倒
剖
観
劇
別
訓
濁
刷
対
周
削
劃
リ
け
刑
伺
引
州
U
間

引
剖
引
例
制
剖
引
刊
1
刺
刻
判
削
刻
剖
樹
側
側
到
叫
到
刻
刻
叫
刻

刻
樹
創
引
ぺ
州
引
制
。
③
割
U
例
割
引
叫
判
欄
剖
捌
割
引
引
制
刈

I
l
i
-
-叶
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
l
l
i
-
-
1
h
m出
K
L
I
l
l
i
-
-
l
i
l
i
-
-

是
り
て
員

ι嵩
庁
に
互
り
て
椎

E
L
租
に
向
過
し
て
間
町
す

利
叫
寸
劇
判
引
劉
凶
割
引
刑
叫
可
凶
叫
刻
刻
剃
叫
叫
利
問
削
劃

Uo
④
|
並
凶
川
副
則
釧
剛
凶
詞
叫
制

M
引
剥
叫
刻
訓
1
刻
州
制

U

引
制
創
綱
引
制
倒
M
1」
倒
削
組
矧
剖

UMU。
降
す
所
の
諭
旨
は

甚
だ
明
ら
か
な
り
。
勅
爾
護
は
量
に
尚
お
未
だ
明
悉
せ
ざ
る
や
。

⑤
何J
組
制
司
君
割
問
対
オ
割
割
剰
融
割

削
叶
剥
州
糊
謝
凶
周
到
。
⑥
|
昨
叫
制
閥
劃
釧
捌
州
制
刻
刑
制
瑚
概

観
爾
倒
周
叫
剛
刺
川
引
附
劃

M
伺
利
制
刈
引
制
引
削
剤
耐
利
引
叫

岡
引
引
叫
凶
凶
刻
例
附
則
刻
凶
引
列
州
側
同
剰
引
U
剖

U
1
J刑
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ぴ
に
爽
片
も
刑
制
剤
留
し
て
人
の
笑
う
所
と
な
る
は
便
な
ら
ざ
れ

凶
「
則
到
到
叫
剰
刺
剖
阿
叫
剣
劉
判
「
刑
叫
叫
割
機
対
国
制

M
引

劃
伺
刻
割
引
剖
U
剖
引
斗
U
1
4刷
叫
附
硯
割
釧
詞
剖
凶
廿
劇
再
開

叫
刈
利
引
州
制
引
刑
叶
パ
削
。
動
爾
謹
は
此
の
摺
を
拝
発
せ
る
時
、

自
ず
か
ら
尚
お
未
だ
前
信
に
接
到
せ
ず
、
但
だ
所
見
由
拘
謬
此
く

の
ご
と
き
は
、
恐
ら
く
は
未
だ
深
く
朕
意
を
体
す
る
能
わ
ず
。
⑦

閥
組
制
網
開
制
周
凶
捌
劃
引
引
開
別
刷
劃
問
刻
釧
剣
劇
例
対

醐
刷
刻
刻
刻
創
刊
オ
剖
捌
叫
廿
制
剤
剰
叫
岡
引
引
1
到
創
劃
剖
引

捌
捌
同
封
刻
叫
引
劇
謝
引
制
個
凶
融
引
叫
剖
凶

U
可
副
ぺ
4

剖
制
叫
劃
割
叫
例
制
村
副
刻
引
凶
ー
剥
剖
凶
寸
劇
剖
捌
刻
例
制
引
川
町

剰
刺
日
制
刻
刻
樹
刷
出
矧
刷
用
劃
剤
剛
釧
国
剰
刺
附
釧
剰
刺
川
割
削
叫

章
程
に
遵
う
の
み
に
し
て
、
量
り
て
佑
照
を
な
し
、
一
切
並
び
に

加
う
る
な
し
し
思
意
は
従
優
す
べ
き
と
躍
も
、
而
れ
ど
も

州
制
叫
削
剖
判
剖
州
制
刻
刻
吋
割
削
引
。
⑧
剰
刺
劃
凶
「
劇
凶
刷
剛

割
削
判
凶
叶
割
割
削
調
劃
釧
剣
劇
刻
刻
叫
倒
刺
引
叶
割
U
矧
闘
副
引

U
寸
劇
到
例
削
剖
則
寸
刑
則
刻
刻
刻
矧
引

U
剖
利
削
1
刻
利
刻
刻

札
弊
割
問

U剖剖
到

U
A国
習

盟

副

吋

刑

罰

則

噺
劃
劇
矧
引
引
州
d
u剖
叫
矧
刺
創
刊
出
明
。
⑨
回
羽
州
側
酬
引
制

割
引
刻
叫
到
引
引
削
寸
劇
科
引
剰
出
剖
利
ォ
ポ
剖
預
聞
引
制
刻
倒

刻
引
引
叫
剥
引
制
引
制
凶
可
制
叫
刷
刺
川
引
脳
同
刻
刻
削
ォ
剖
剖

引
可
制
引
剖
刻
刻

uo
⑩|若
U
側
副
劇
脳
叫
刻
刻
刻
リ
ォ
副
叶
凶

引
刻
利
引
剰
闘
叫
矧
制
引
同
1
則
引
制
叫
叫
司
副
創
刊
。
@
加
川
州

制
削
到
似
利
引
倒
剖
附
酬
州
側
副
制
引
州
制
剖
引
引
「
則
引
綱

羽
剖
捌
矧
引
引
制
劇
剖
剛
周
引
引
凶
劃
M
料
引
明
叶
副
剖
リ
剖
叫

到
引
叫
削
1
割
引
制
割
削
測
什
刻
M

1
ポ
剖
周
剖
瑚
叫
倒
引
引
判

制
問
す
べ
き
の
み
に
て
、
戒
の
属
目
す
る
附
州
側
に
お
い
て
妄
り
に

E
 

叩
見
を
行
い
、
井
び
に
以
て
入
告
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。
料
ら
ず

も
勅
爾
謹
は
此
く
の
ご
と
く
事
体
を
暁
ら
ざ
れ
ば
、
著
し
て
旨
を

伝
え
て
申
筒
せ
し
む
。
⑫
|
明
制
加
剤
倒
閣
倒
周
剣
劇
到
湖
付
引
剛

叫
到
引
叫
削
寸
刻
制
制
対
制
対
到
制
周
凶
ォ
刻
刻
捌
剖

U
寸
割
引

倒
オ
ぺ
川
叶
刑
制
側
剰
州
国
州
制
ォ
刻
刻
剖
ベ
判
制

U
引
劃
劇
剛
詞

制
U
制
劃
劃
伺
到
。
⑬
|
但
剖
期
制
割
削
剥
判
劃
倒
錯
削
矧
刺
判
叫

倒
剖
引
斗
叫
制
型
凶
倒
引
ぺ
剖
叫
刈
叫
寸
剥
凶
叫
州
制
刻

刻
引
制
伺
引
叫
剤
耐
劇
捌
別
叫
州
側
制
叫
サ
倒
叫
樹
剰
叫
時
刻
剖

る
な
り
。
動
爾
謹
は
如
し
再
び
明
白
に
格
遵
せ
ず
、
其
の
僚
属
中

に
或
い
は
舛
誤
す
る
こ
と
あ
る
を
致
せ
ば
、
健
だ
勃
爾
謹
の
み
是

れ
問
う
。
再
た
、
⑬
勅
|
繭
|
劃
珂
叫
附
釧
劃
引
制
U
剖
判
叫
ォ
割
引

引
削
剥
什
引
剖
例
制
割
削
刑
制
刻
刻
尉
什
欄
引
制
糾
割
引
新
制
判
町

刈

品

開

組

組

員

岡

ィ

叫

明

記

割

富

岡

吋

品

目

割

M
2司
問
削
倒
謝
u
d剖
矧
引
叫
制
引
付
制
川
什
剃
引
U
削居間

奏
せ
ず
{
剖
)
。

ま
ず
、
こ
の
上
諭
の
下
線
②
⑫
に
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
を
応

接
す
る
際
、
清
朝
四
大
小
す
べ
て
の
官
員
は
脆
い
て
の
応
接
や
叩
頭

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
乾
隆
帝
は
②
で
、
恩
を

与
え
る
と
い
う
点
で
は
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
を
優
遇
す
べ
き
で
あ
る

が
、
応
接
の
際
の
礼
制
に
は
節
度
が
必
要
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
⑧
で
は
、
総
督
で
あ
る
勅
語
謹
白
挙
動
を
所
属
の
臣
・
民
が
見
れ

ば
、
勅
爾
謹
に
倣
っ
て
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
す
る
者
が
多
く

な
り
、
体
統
(
王
朝
の
秩
序
体
系
)
が
乱
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
厚
遇

し
過
ぎ
た
元
朝
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
懸
意
を
表
明
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し
て
い
る
。
さ
ら
に
⑫
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
だ
け
で
な
く
、
親

王
・
皇
子
に
対
し
て
も
妄
り
に
叩
頭
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
も
述

べ
て
い
る
ロ
こ
れ
ら
の
文
言
に
は
、
乾
隆
帝
の
「
中
華
皇
帝
」
と
し
て

の
立
場
が
表
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
中
国
的
礼
制
で
は
、
叩
頭
・

脆
拝
は
基
本
的
に
皇
帝
に
対
し
て
の
み
行
う
行
為
で
あ
る
。
乾
隆
帝

が
、
官
僚
は
親
王
・
皇
子
に
対
し
て
も
叩
頭
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
し

た
の
も
、
こ
れ
が
中
国
的
礼
制
に
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ん

や
、
官
僚
が
一
介
の
朝
貢
使
節
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
に
過
ぎ
な
い
パ
ン

チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
す
る
こ
と
は
、
中
華
世
界
の
儒
教
的
価
値
観

か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
に
秩
序
を
乱
す
行
為
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
乾
隆

帝
が
こ
の
行
為
を
制
限
す
る
の
は
「
中
華
皇
帝
」
と
し
て
当
然
の
措
置

で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
他
方
で
⑨
⑤
に
は
、
官
僚
の
中
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉

し
て
い
る
者
が
い
れ
ば
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
「
私
」
的
に
叩
頭

し
謁
見
す
る
こ
と
は
禁
止
し
な
い
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
乾
隆

帝
が
、
旗
人
官
僚
に
よ
る
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
を
容
認
す

る
と
い
う
姿
勢
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

ま
た
市
あ
で
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
対
す
る
叩
頭
を
上
奏
文

に
記
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
⑬
に
も
あ
る
よ
う
に
、
乾
隆
帝

は
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
見
に
関
す
る
事
項
を
文
書
に
記
す
の

は
都
合
が
悪
く
、
そ
の
文
書
を
保
存
す
べ
き
で
も
な
い
と
考
え
て
い
た

(
き
。
①
④
か
ら
は
、
乾
隆
帝
が
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
接
に
関

す
る
注
意
を
官
僚
に
伝
え
る
際
、
文
書
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
対
面
し

て
口
頭
で
伝
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
乾
隆
帝
は
⑭
で
も
各

省
の
督
撫
に
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
に
関
す
る
指
示
に
対
し

て
上
奏
を
返
す
必
要
は
な
い
と
告
げ
て
い
る
。
官
僚
が
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ

マ
一
二
世
に
叩
頭
し
、
し
か
も
皇
帝
が
そ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
儒
教

的
価
値
観
か
ら
は
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
た
。
そ
こ
で
乾
隆
帝
は
、
こ

の
こ
と
を
記
録
に
残
吉
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
乾
隆
帝
が
こ
目
上
諭
を
通
じ
て
示
し
た
の
は
、
⑨

⑩
に
あ
る
よ
う
に
、
官
僚
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
を
崇
敬
す
る
の
は
禁
じ

て
お
ら
ず
、
「
私
」
的
に
脆
拝
す
る
の
は
よ
い
が
、
こ
れ
を
多
く
の
人

の
眼
前
で
公
然
と
行
っ
た
り
奏
聞
に
記
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
、
乾
隆
帝
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
手

続
き
を
踏
ん
で
ま
で
旗
人
官
僚
が
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
す
る

こ
と
を
一
部
容
認
し
、
そ
の
こ
と
を
助
爾
謹
に
繰
り
返
し
伝
え
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
を
応
接
す
る
際

の
乾
隆
帝
自
身
の
対
応
で
あ
る
。
石
漬
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
乾

隆
帝
が
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
を
自
ら
と
対
等
に
遇
し
て
い
た
こ
と
は

清
朝
側
チ
ベ
ッ
ト
側
の
双
方
の
史
料
か
ら
は
っ
き
り
と
看
取
さ
れ
る

(
回
)
。
ま
た
石
演
氏
は
、
朴
肱
源
『
熱
河
日
記
』
札
什
倫
布
条
の
記

載
を
引
用
し
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
と
同
じ
く
万
寿
節
の
た
め
に
熱

河
を
訪
れ
て
い
た
朝
鮮
使
節
が
須
弥
福
寿
廟
で
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
一
二
世

と
会
見
す
る
際
、
軍
機
大
臣
に
「
皇
上
(
乾
隆
帝
)
も
叩
頭
す
、
六
皇

子
も
叩
頭
す
、
和
碩
額
附
も
叩
頭
す
、
今
使
臣
(
朝
鮮
使
節
)
も
当
に

拝
叩
を
行
う
ベ
し
」
と
言
わ
れ
、
叩
頭
を
強
要
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し

て
い
る
(
剖
)
。
こ
れ
は
皇
帝
で
あ
る
乾
隆
帝
で
す
ら
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ

三
世
に
叩
頭
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
(
田
)
。
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乾
隆
帝
が
叩
頭
し
た
と
い
う
記
録
は
、
清
朝
側
の
満
文
・
漢
文
史
料

に
は
全
く
見
出
せ
ず
、
前
述
し
た
『
熱
河
日
記
』
の
記
載
か
ら
わ
ず
か

に
窺
え
る
の
み
で
あ
る
。
『
熱
河
日
記
』
札
什
倫
布
条
に
よ
れ
ば
、
朝

鮮
使
節
は
須
弥
福
寿
廟
に
赴
い
た
際
に
カ
タ

i
(拍
・
培
達
)
を
手
渡

さ
れ
、
前
述
の
よ
う
に
軍
機
大
臣
に
「
皇
上
も
叩
頭
す
」
と
言
わ
れ
て

パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
を
強
要
さ
れ
た
後
、
カ
タ
ー
を
渡

し
て
い
る
(
雪
。
カ
タ
!
と
は
白
絹
白
ス
カ
ー
フ
で
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は

高
位
の
人
に
挨
拶
す
る
際
、
こ
の
布
を
渡
す
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
て
お

り
、
乾
隆
帝
も
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
と
度
々
カ
タ
ー
を
交
わ
し
て
挨

拶
を
行
っ
た
(
訂
)
。
前
述
の
朝
鮮
使
節
と
軍
機
大
臣
と
の
や
り
と
り
か

ら
判
断
し
て
、
乾
隆
帝
の
叩
頭
も
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
カ
タ
ー
を

渡
す
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

た
だ
、
乾
隆
府
が
叩
頭
を
行
っ
て
い
る
こ

E
に
関
し
て
、
朝
鮮
使
節

は
こ
れ
を
軍
機
大
臣
か
ら
問
い
た
だ
け
で
、
そ
の
場
闘
を
直
接
見
た
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
朝
鮮
使
節
は
、
須
称
福
寿
廟
を
出
た
後
、
避
暑
山

荘
内
で
申
宴
席
に
招
か
れ
、
そ
こ
で
乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世

が
接
す
る
場
面
を
目
撃
し
て
い
る
が
、
『
熱
河
日
記
』
札
什
倫
布
条
に

は
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
が
乾
隆
帝
と
対
等
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
様

子
は
描
写
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
場
で
乾
隆
帝
が
叩
頭
を
行
っ
た

と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
(
担
)
つ
ま
り
乾
隆
帝
は
、
多
く
の
人
が
集
ま

る
宴
席
等
の
場
で
は
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
を
自
身
と
対
等
に
遇
す

る
も
の
町
、
決
し
て
叩
頭
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
乾
隆
帝
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
す
る
限
ら
れ
た
人
の
み
が
臨

席
す
る
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
と
の
会
見
や
法
要
等
の
仏
教
行
事
の
場

で
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
大
施
主
た
る
「
文
殊
菩
薩
の
化
身
」
と
し
て
パ

ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
を
行
っ
た
が
、
衆
自
の
集
ま
る
場
(
特
に

儒
教
的
価
値
観
を
強
く
持
つ
人
々
が
集
ま
る
場
)
や
宴
席
等
の
世
俗
的

行
事
の
場
で
は
「
中
華
皇
帝
」
と
し
て
の
体
面
を
損
な
わ
な
い
よ
う
叩

頭
は
行
わ
ず
、
パ
ン
チ
ヱ
ン
ラ
マ
一
二
世
を
対
等
に
扱
う
に
止
め
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
乾
隆
帝
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
接
を
担
当
す
る
旗

人
官
僚
に
も
自
身
と
同
じ
よ
う
な
対
応
を
取
る
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ

る
。
前
掲
の
勅
爾
謹
へ
の
上
論
に
お
い
て
、
乾
隆
帝
は
、
旗
人
官
僚
が

パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
対
し
て
「
私
」
的
に
叩
頭
す
る
の
は
禁
止
し

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
熱
河
日
記
』
札
什
倫
布
条
に
よ

れ
ば
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
を
拒
否
す
る
朝
鮮
使
節
に
対

し
、
札
部
の
官
員
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。

皇
上
は
之
(
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
)
に
遭
う
に
師
礼
を
以
て

す
。
使
臣
は
皇
詔
を
奉
じ
、
礼
は
宜
し
く
之
の
ご
と
く
す
べ
し

(
四
)
。

こ
こ
で
礼
部
官
員
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
師
礼
を
と
っ
て
叩
頭

す
る
こ
と
は
「
皐
詔
」
、
す
な
わ
ち
皇
帝
の
詔
勅
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
を
応
援
す
る
旗
人
官
僚
が

叩
頭
す
る
こ
と
も
、
皇
帝
由
詔
勅
を
受
け
て
の
行
動
で
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
叩
頭
し
て
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ

三
世
に
崇
敬
の
念
を
示
す
こ
と
は
「
施
主
の
代
理
人
」
と
し
て
の
公
的

な
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
は
同
時
に
中
華
世
界
の

秩
序
を
守
る
べ
き
「
中
華
王
朝
の
官
僚
」
で
も
あ
り
、
そ
の
体
面
を
失

う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
乾
隆
帝
は
、
パ
ン

チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
を
衆
目
の
前
で
堂
々
と
行
っ
た
り
、
行
政
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文
書
に
記
録
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
前
掲
上
諭
の
①

か
ら
看
取
吉
れ
る
よ
う
に
、
乾
隆
帝
自
身
も
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
一
一
一
世

へ
の
叩
頭
に
関
す
る
指
示
は
旗
人
官
僚
と
直
接
対
面
し
た
際
に
口
頭
で

伝
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
文
書
記
録
を
残
さ
な
い
こ
と
で
、
乾
隆
帝

は
、
旗
人
官
僚
に
よ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
は
あ
く
ま
で

「
私
」
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
本
章
冒
頭
に
示
し
た
勤
爾
謹
の
行
動
?
っ

ち
、
ド
ン
コ
ル
寺
で
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
を
行
っ
た
こ
と
自

体
は
、
「
施
主
の
代
理
人
」
と
し
て
の
公
的
行
為
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

乾
隆
帝
の
答
め
を
受
け
る
べ
き
も
白
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
し
た
こ
と
を
文
書
で
、

し
か
も
儒
教
的
価
値
観
を
強

f
持
っ
た
漢
人
官
僚
が
読
む
可
能
性
の

あ
っ
た
漢
文
奏
摺
に
よ
っ
て
上
奏
し
て
き
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
乾
隆

帝
の
意
に
反
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
ζ

で
乾
陵
帝
は
、
や
む
を
得
ず

前
掲
の
よ
う
な
上
諭
を
下
し
、
そ
の
中
で
勤
雨
量
の
行
動
を
叱
責
す
る

と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
、
あ
え
て
「
私
」
的
に
ー
叩
頭
す
る
の
で
あ
れ

ば
構
わ
な
い
、
と
い
う
表
現
を
繰
り
返
し
用
い
て
、
遠
回
し
に
「
施
主

の
代
理
人
」
と
し
て
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
す
べ
き
こ
と
を
紡

爾
謹
に
伝
え
た
白
で
あ
る
。
中
華
世
界
の
価
値
観
に
よ
る
制
約
を
受

け
、
清
朝
皇
帝
の
「
中
華
皇
帝
」
と
し
て
の
立
場
を
表
に
出
さ
ざ
る
を

え
な
い
漢
文
の
上
論
で
は
、
旗
人
官
僚
に
よ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世

へ
の
叩
頭
を
「
私
」
と
表
現
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
が
、
乾
隆
帝
は
決
し

て
こ
の
行
為
を
旗
人
官
僚
の
個
人
的
な
心
情
や
判
断
に
委
ね
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
旗
人
官
僚
の
「
中
華
王
朝
の
官
僚
」
と
「
施
主
の
代
理

人
」
の
立
場
は
、
と
ち
ら
か
一
方
が
「
公
」
あ
る
い
は
「
私
」
と
い
っ

た
性
質
の
も
の
で
は
な
〈
、
い
ず
れ
も
公
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
を
応
接
す
る
際
の

旗
人
官
僚
の
対
応

で
は
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
援
を
担
当
し
た
旗
人
官
僚
は
、

い
か
な
る
姿
勢
で
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
を
迎
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

り
問
題
を
検
討
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
多
〈
が
八
旗
蒙

古
に
所
属
す
る
蒙
古
旗
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で
示
し
た

よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
熱
河
ま
で
の
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
随
行

役
を
つ
と
め
た
留
保
住
・
伍
掬
泰
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
応
接
の
た

め
に
西
寧
・
フ
フ
ホ
ト
に
派
遣
さ
れ
た
保
泰
烏
爾
図
那
遜
、
乾
隆
帝

の
使
者
と
し
て
元
旦
に
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
賞
賜
品
を
届
け
た
仰

爾
卿
額
は
、
い
ず
れ
も
蒙
古
旗
人
で
あ
る
。
筆
者
が
前
稿
で
論
じ
た
よ

う
に
、
一
般
的
に
蒙
古
旗
人
は
「
モ
ン
ゴ
ル
」
と
し
て
の
意
識
か
ら
チ

ベ
ァ
ト
仏
教
を
信
奉
し
て
い
た
(
想
。

ま
た
、
タ
イ
ガ
で
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
を
応
接
し
た
永
貴
は
、
正

白
旗
満
洲
の
人
で
あ
る
が
、
父
の
布
蘭
泰
(
回
E
E
E
-
)
が
薙
正
二
年

に
嬢
白
旗
蒙
古
か
ら
正
白
旗
満
洲
に
塵
旗
さ
れ
て
い
る
(
剖
)
の
で
、

出
自
は
モ
ン
ゴ
ル
で
あ
る
。
ゆ
え
に
彼
も
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
乾
隆
帝
の
名
代
を
つ
と
め
た
六
皇
子
永

稽
も
、
乾
隆
四
十
年
十
月
の
時
点
で
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
供
物
を

届
け
て
い
る
(
坦
)
ζ

と
か
ら
、
乾
隆
四
十
五
年
の
万
寿
節
以
前
か
ら

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
し
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
と
も
深
い
?
な
が

り
を
も
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世



133パンチェンラマ三世の熱河来訪と清朝旗人官僚の対応

の
応
接
を
担
当
し
た
旗
人
官
僚
は
、
そ
の
大
半
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信

奉
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
し
て
い
た
清
朝
の
官
僚
と
し
て
は
、
康
照
帝

の
十
七
子
で
あ
る
果
親
主
先
礼
(
ぎ
己
目
)
が
有
名
で
あ
る
(
旬
。
こ
の

人
物
に
関
し
て
石
漬
氏
は
、
薙
正
十
三
年
(
一
七
三
五
)
に
ダ
ラ
イ
ラ

マ
七
世
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
際
、
允
礼
が
「
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
、
二

つ
の
世
界
に
ま
た
が
る
奉
使
の
旅
に
お
い
て
、
(
中
略
)
二
つ
の
民
族

か
ら
尊
敬
と
共
感
を
か
ち
加
え
る
必
要
が
」
あ
り
、
そ
の
た
め
「
中
国
人

に
対
し
て
は
中
国
文
化
人
と
し
て
、
チ
ベ
y
ト
人
に
対
し
て
は
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
徒
と
し
て
振
る
舞
」
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
対
チ
ベ
ツ
}
政
策

に
携
わ
る
清
朝
側
の
官
僚
が
対
す
る
相
手
に
よ
っ
て
自
ら
の
立
場
を
変

化
さ
せ
る
柔
軟
な
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
(
ぎ
。
ま
た
筆

者
は
、
蒙
古
旗
人
で
あ
る
松
婿
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
す
る
の
と
同

時
に
、
儒
教
的
素
養
の
習
得
に
も
励
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(
想
。
お
そ
ら
く
乾
隆
帝
は
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
援
担
当
の

旗
人
官
僚
に
も
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
仰
と
儒
教
的
素
養
を
兼
ね
備
え
、

「
施
主
の
代
理
人
」
と
「
中
華
王
朝
の
官
僚
」
の
立
場
を
柔
軟
か
っ
適

切
に
使
い
分
け
た
上
で
、
施
主
で
あ
る
自
身
白
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
尊
崇
の

念
を
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
確
実
に
伝
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
に
関

す
る
内
容
は
文
書
に
記
↓
さ
な
い
と
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
既
述
し

た
勤
爾
謹
の
奏
摺
を
除
き
、
応
接
担
当
の
旗
A
官
僚
白
上
奏
文
に
は
パ

ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
一
二
世
に
町
頭
し
た
と
い
う
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
由
行
為
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ

三
世
に
果
物
を
届
け
た
庫
使
(
担
)
の
報
告
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
乾
隆

四
十
五
年
七
月
八
目
、
軍
機
大
臣
の
福
隆
安
(
司
巳

g
m
m
E
・
鎮
黄
旗

満
洲
(
訂
)
)
は
次
の
よ
う
な
上
奏
を
行
っ
て
い
る
(
以
下
回
引
用
史
料

中
の
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
)
。

先
頃
、
西
瓜
・
甜
瓜
を
も
っ
て
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
に
賞

賜
す
る
よ
う
送
っ
た
庫
使
の
徳
昌
(
ロ

REm)
が
一
一
反
り
到
着
し

て
、
「
徳
園
田
、
我
は
初
三
目
、
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
が
宿
営

す
る
楊
樹
碑
と
い
う
地
に
到
着
し
て
、
西
瓜
・
甜
瓜
を
永
貴
ら
に

渡
し
、
ぃ
剖
割
引
州
制
到

U
州
制
斗
対
ぺ
刈
升
4
刈
川
判
刈
4

引
U
H

叫
附
則
M
削
凶
剖
、
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
は
我
に
仏
像
一

体
、
笥
砲
四
、
毛
艶
一
、
銀
一
二
十
両
を
賞
賜
し
た
」
と
告
げ
る

(甜)。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
も
と
か
ら
戻
っ
た

庫
使
白
徳
畠
は
、
永
寅
ら
と
と
も
に
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
し

た
こ
と
を
福
隆
安
に
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
同
月
十
二
日
の
福
隆
安
の

上
奏
に
も
、
先
頃
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
に
賞
賜
す
る
西
瓜
・
桃
を
も
っ

て
行
く
庫
使
伊
昌
阿
(
日
目
指
岡
山
)
が
戻
っ
て
き
て
、
「
自
分
自
身
、

初
九
日
に
オ
ン
ニ
ュ

1
ト
の
チ
ヤ
ダ
ン

H
ホ
ロ
と
い
う
駅
姑
に

到
達
し
て
、
西
瓜
・
桃
を
永
貴
伍
繭
泰
ら
に
渡
し
、
剥
劃
引
制

劃
剣
剖

U
叫
刻
叫
寸
ぺ
刈
判
判
刈
川
斗
刈
外
引
叫
附

E
M剖
川
引

き
、
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
は
自
分
に
仏
像
一
体
・
吉
祥
結

一
・
銀
三
十
両
を
与
え
た
。
道
中
パ
ン
チ
ェ
ン
日
エ
ル
デ
ニ
の

身
体
は
と
て
も
良
好
で
あ
る
と
聞
い
た
」
と
告
げ
る
(
号
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
同
月
十
七
日
の
福
隆
安
の
上
奏
に
も
、
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先
頃
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
に
賞
賜
す
る
蕩
枝
-
西
瓜
・
桃

を
も
っ
て
行
く
庫
使
智
新
口
盲
目
ロ
)
が
戻
っ
て
き
て
、
「
自
分
自

身
は
十
五
日
に
メ
イ
レ
ン
溝
と
い
う
駅
姑
に
到
達
し
、
蕩
枝
等
の

品
を
伍
粥
泰
ら
に
渡
し
、
倒
刺
劇
引
例
劇
剣
刻
刻
叫
叫
寸
刻
ペ
リ
州

チ
ェ
ン
日
エ
ル
デ
ニ
に
叩
見
し
た
と
き
、
パ
ン
チ
ヱ
ン
H

エ
ル

デ
ニ
は
自
分
に
仏
像
一
体
・
吉
祥
結
一
・
銀
三
十
両
を
与
え
た
。

道
中
パ
ン
チ
エ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
の
身
体
は
と
て
も
良
好
で
あ
る
」

と
告
げ
る
(
拍
)
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
庫
使
が
果
物
を
届
付
る
ご
と
に
永
貴
・
伍
輔
泰

ら
に
率
い
ら
れ
て
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
旗
人
官
僚
は
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
も
と
に
赴
く
た
び
に
「
施

主
の
代
理
人
」
と
し
て
公
的
に
叩
頭
を
行
う
て
い
た

E
見
て
よ
い
だ
ろ

P

つ。
ま
た
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
の
福
隆
安
の
上
奏
が
す
べ
て

満
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン

ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
に
関
す
る
事
項
を
文
書
に
記
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
掲
史
料
中
白
七
月
十
七
日
の
上
奏

に
は
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
株
批
が
入
っ
て
お
り
、
乾
隆
帝
は
こ
れ
を

前
章
で
示
し
た
勤
爾
謹
の
上
奏
の
よ
う
に
は
問
題
視
し
て
い
な
い
。
そ

れ
は
、
こ
申
上
奏
が
満
文
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
満
文
文
書
は
、
漢
人
官
僚
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
漢
人
官

僚
に
知
ら
れ
て
は
都
合
目
悪
い
内
容
を
伝
え
る
際
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
(
旬
。
旗
人
官
僚
に
よ
る
公
的
行
為
と
し
て
の
パ
ン
チ
ェ
ン

ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
は
、
儒
教
的
価
値
観
を
強
く
持
つ
漢
人
官
僚
ら
の

批
判
を
招
き
か
ね
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
満
文
で
記
録
す
る
な
ら
ば
彼

ら
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
(
無
論
、
漢
人
官
僚
の
中
に
は
パ
ン
チ
エ

ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
が
公
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
者

も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
)
。
そ
の
た
め
か
、
満
文
文
書
の
中
に
は
旗

人
官
僚
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
高
僧
に
叩
頭
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
が
い

く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
(
担
)
。
こ
う
し
た
記
録
の
数
は
決
し
て
多
く
は

な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
満
文
文
書
で
も
旗
人
官
僚
の
叩
頭
に
つ
い
て
記

す
の
は
原
則
的
に
禁
止
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
が
、
漢
文
文
書
ほ
ど
厳

し
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
応
接
担
当
の
旗
人
官
僚
は
、
パ
ン
チ
ェ

ン
ラ
マ
三
世
の
も
と
に
赴
い
た
際
、
「
施
主
の
代
理
人
」
と
し
て
叩
頭

を
行
い
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
へ
の
尊
崇
の
念
を
表
し
て
い
た
。
し
か
も
、

後
掲
す
る
満
文
奏
摺
に
書
か
れ
て
い
る
彼
ら
の
言
葉
か
ら
は
、
こ
の
行

為
が
形
式
的
な
儀
礼
に
止
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ

る
。
乾
隆
四
十
五
年
十
一
月
二
日
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
は
天
然
痘

に
よ
り
北
京
で
死
去
す
る
が
、
そ
の
翌
日
、
福
隆
安
は
次
の
よ
う
な
上

奏
を
「
打
っ
て
い
る
。

旨
に
し
た
が
い
、
明
年
パ
ン
チ
ェ
ン

u
エ
ル
デ
ニ
を
戻
し
送
る

と
昔
、
「
六
皇
子
(
永
稽
)
留
保
住
を
遣
わ
し
て
7
フ
ホ
ト
ま
で

送
る
よ
う
に
。
伍
購
泰
を
従
来
の
よ
う
に
西
安
将
軍
の
職
に
戻
す

よ
う
に
」
と
六
皇
子
ら
に
告
げ
た
と
き
、
伍
禰
泰
・
留
保
住
が
脆

い
て
奴
才
(
福
隆
安
)
に
告
げ
る
こ
と
「
伍
繭
泰
、
我
は
、
前
の

旨
で
、
明
年
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
が
出
発
す
る
際
に
は
伍

嫡
泰
、
我
に
送
ら
せ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
今
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ

ル
デ
ニ
は
す
で
に
国
寂
し
た
。
こ
の
問
、
西
安
の
地
に
は
大
事
は

な
い
。
明
年
パ
ン
チ
エ
ン
リ
エ
ル
デ
ニ
を
戻
し
送
る
と
き
、
伍
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繭
泰
、
我
は
自
ら
望
ん
で
酉
寧
ま
で
送
り
、
そ
の
地
か
ら
再
び
職

務
白
地
に
戻
っ
て
も
、
事
務
に
遅
れ
が
出
る
こ
と
は
全
く
な
い
」

「
留
保
住
、
我
は
、
か
ね
て
よ
り
主
の
恩
で
タ
シ
ル
ン
ポ
か
ら
パ

ン
チ
ェ
ン
日
ヱ
ル
デ
ニ
に
お
仕
え
し
て
来
る
際
に
、
パ
ン
チ
ェ

ン
H

エ
ル
デ
ニ
は
留
保
住
、
我
を
と
て
も
厚
遇
し
て
く
れ
た
。

明
年
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
こ
を
租
っ
た
舎
利
塔
を
戻
し
送
る

と
き
、
留
保
住
、
我
は
自
ら
望
ん
で
以
前
決
ま
っ
て
い
た
通
り
ム

ル
ウ
ス
ま
で
送
り
た
い
。
可
否
を
願
わ
く
ば
我
ら
の
代
わ
り
に
上

奏
し
て
は
い
た
だ
け
ま
い
か
」
と
請
い
告
げ
て
い
ま
す
(
想
。

こ
の
中
で
伍
繭
泰
は
、
酉
安
将
軍
の
任
に
戻
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
舎
利
塔
を
西
寧
ま
で
運
び

た
い
と
わ
ざ
わ
ざ
願
い
出
て
い
る
。
ま
た
留
保
住
も
、
舎
利
略
を
運
ぶ

の
は
フ
フ
ホ
ト
ま
で
で
よ
い
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら

パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
随
行
し
て
き
た
時
に
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世

か
ら
厚
遇
を
受
け
た
と
し
て
、
ム
ル
ウ
ス
川
ま
で
運
び
た
い
と
請
う
て

い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
伍
繭
泰
・
留
保
住
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉

す
る
蒙
古
旗
人
で
あ
る
。
前
掲
史
料
中
の
両
者
の
言
葉
か
ら
は
、
彼
ら

が
「
施
主
の
代
理
人
」
と
い
う
公
的
な
立
場
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
い

ち
個
人
と
し
て
も
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
を
崇
敬
し
て
い
た
様
子
が
十

分
に
看
取
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
後
年
、
駐
蔵
大
臣
に
再
任
さ
れ
た
留
保
住
は
、
乾
隆
五
十
一

年
八
月
の
上
諭
で
北
京
に
戻
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
際
、
次
の
よ
う
な
上

奏
を
行
っ
て
い
る
。

前
回
、
奴
才
留
保
住
が
ツ
ア
ン
(
蔵
)
に
駐
し
た
折
、
ダ
ラ
イ

H

ラ
マ
・
先
代
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
か
ら
と
も
に
経
を
闇

き
ま
し
た
。
続
い
て
パ
ン
チ
ヱ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
が
主
(
皇
帝
)

の
金
顔
を
仰
ぎ
に
行
く
と
き
、
旨
で
、
奴
才
留
保
住
を
派
遣
し
て

護
衛
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
度
、
主
は
再
び
恩
を
及

ぼ
し
、
奴
才
を
西
寧
か
ら
重
ね
て
西
蔵
に
事
務
を
処
理
す
る
よ
う

送
り
ま
し
た
。
{
西
般
に
}
到
着
し
た
後
、
処
理
す
べ
き
公
務
が

あ
り
、
し
か
も
こ
り
問
、
ま
っ
た
く
旨
で
派
遣
す
る
機
会
が
な

か
っ
た
の
で
、
奴
才
留
保
住
は
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
の
舎

利
培
・
転
世
に
叩
見
し
に
行
き
た
い
と
い
う
私
心
を
、
敢
え
て

旨
を
請
い
上
奏
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
受
け
取
っ
た
旨
の
中

に
「
カ
ラ
シ
ヤ
ル
に
駐
し
た
雅
満
泰
を
派
遣
し
て
、
奴
才
留
保
住

と
交
代
す
る
よ
う
に
」
と
あ
り
ま
し
た
。
雅
満
泰
が
カ
ラ
シ
ヤ
ル

か
ら
ツ
ア
ン
に
到
着
す
る
の
を
奴
才
が
お
お
よ
そ
計
算
す
れ
ば
、

、
な
お
五
、
六
ヶ
月
を
要
し
ま
す
。
奴
才
は
、
で
き
れ
ば
、
雅
満
泰

が
到
着
す
る
ま
で
の
聞
に
後
蔵
に
赴
吉
、
パ
ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル

デ
ニ
の
舎
利
塔
に
供
物
を
捧
げ
、
転
世
に
叩
見
し
、
そ
こ
で
〔
パ

ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
の
転
世
の
〕
様
子
を
詳
し
く
見
て
、
さ

ら
に
奴
才
は
聖
主
が
転
世
を
慈
愛
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
内

地
の
例
・
禁
令
を
ジ
ュ
ン
パ

H

ホ
ト
ク
ト
・
ス
イ
プ
ン

H
カ
ン

ブ
〈
株
批
今
こ
れ
ら
は
我
々
の
人
の
よ
う
に
な
っ
た
〉
に
対
面

L
て
も
う
一
度
心
を
尽
く
し
て
明
白
に
し
て
、
啓
発
し
て
悟
ら
せ

た
い
。
奴
才
は
こ
こ
に
赴
〈
の
に
往
復
で
二
十
日
余
を
要
す
る
に

過
ぎ
ま
せ
ん
。
主
が
思
を
及
ぼ
し
、
も
し
奴
才
の
請
う
た
ー
と
お

り
に
行
わ
せ
れ
ば
、
年
を
越
し
て
奴
才
留
保
住
は
、
印
章
を
慶

麟
(
同

E
E
5
・
鎮
黄
旗
蒙
古
(
判
)
)
に
渡
し
委
ね
て
、
軽
装
で
パ

ン
チ
ェ
ン

H

エ
ル
デ
ニ
の
舎
利
培
・
転
世
に
叩
見
し
に
行
き
た
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い
と
思
い
ま
す
。
可
否
に
つ
い
て
旨
が
下
っ
た
の
ち
、
奴
才
は
謹

み
遵
い
行
い
ま
す
。
こ
の
た
め
謹
み
上
奏
し
ま
し
た
。
旨
を
請
う

(
拍
)
。

こ
こ
で
留
保
住
は
、
乾
隆
帝
の
命
令
で
は
な
く
、
自
発
的
に
シ
ガ
ツ
エ

に
赴
君
、
個
人
的
に
パ
ン
チ
ヱ
ン
ラ
マ
三
世
の
舎
利
塔
と
転
世
に
叩
頭

し
に
行
き
た
い
と
願
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
説
か
ら
判
断
す

る
と
、
留
保
住
の
行
動
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
生
前
死
後
を

通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
対
す
る
尊
崇
司
念
に
貫
か
れ
て
い
た
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
田
応
接
を
担
当
し
た
旗
人

官
僚
の
多
く
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物

で
あ
り
、
彼
ら
も
留
保
住
同
様
、
個
人
的
心
情
か
ら
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ

三
世
を
崇
敬
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
接
を
担
当
し
た
旗
人

官
僚
は
、
「
施
主
の
代
理
人
」
と
い
う
公
的
立
場
か
ら
も
、
ま
た
一
人

の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
と
し
て
白
個
人
的
心
情
か
ら
も
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

へ
白
尊
崇
の
念
を
表
し
て
い
た
。
確
か
に
彼
ら
に
は
「
中
華
王
朝
の
官

僚
」
と
し
て
の
立
場
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ

の
敬
意
の
表
し
方
に
は
複
雑
な
手
続
き
が
踏
ま
れ
た
が
、
実
質
的
に
は

両
者
の
聞
に
中
華
世
界
の
儒
教
的
価
値
観
が
想
定
す
る
よ
う
な
支
配
-

被
支
配
の
関
係
は
全
〈
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
的

見
地
に
立
て
ば
、
旗
人
官
僚
は
「
施
主
の
代
理
人
」
で
あ
る
と
同
時
に

一
人
の
チ
ベ
ァ
ト
仏
教
徒
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
，
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
界

の
大
転
世
僧
で
あ
る
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
し
、
崇
敬
の
念
を

示
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
に
お
い
て
は
、
旗
人
官
僚
は
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
施
主
で
あ
る
清
朝
皇
帝
の
代
理
人
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。
パ

ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
=
一
世
が
熱
河
を
訪
れ
た
際
に
も
、
応
接
担
当
の
旗
人
官

僚
は
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
も
と
に
赴
〈
ご
と
に
叩
頭
を
行
い
、
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
へ
の
尊
崇
の
念
を
表
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
に
は

中
華
世
界
の
秩
序
を
維
持
す
べ
き
「
中
華
王
朝
田
官
僚
」
と
し
て
の
立

場
も
あ
っ
た
た
め
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
に
対
す
る
敬
意
の
表
し
方

に
は
慎
重
き
が
求
め
ら
れ
た
。
儒
教
的
価
値
観
か
ら
見
れ
ば
、
叩
頭
は

皇
帝
に
対
し
て
叩
み
行
う
儀
礼
で
あ
り
、
旗
人
官
僚
が
一
介
の
朝
貢
使

節
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
に
過
ぎ
な
い
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩
頭
す

る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
中
華
世
界
の
秩
序
を
乱
す
行
為
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
乾
隆
帝
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
接
を
担
当
す
る
旗
人
官

僚
に
対
し
、
衆
自
の
集
ま
る
場
で
は
叩
頭
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
叩

頭
に
関
す
る
事
項
は
一
切
の
文
書
に
記
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
二

つ
の
指
示
を
口
頭
で
与
え
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
乾
隆
帝
は
、
旗
人
官

僚
に
よ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
へ
の
叩
頭
は
あ
く
ま
で
「
私
」
的
な

行
為
で
あ
る
と
い
う
体
裁
を
と
り
、
清
朝
の
「
中
華
王
朝
」
と
し
て
の

体
面
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
む
を
得
ず
文
書
で
指

示
を
出
す
際
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
私
」
的
に
叩
頭
す
る
の
で
あ
れ
ば
構

わ
な
い
、
と
い
う
焼
曲
な
表
現
を
用
い
て
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
へ

の
叩
頭
を
促
し
た
。
旗
人
官
僚
に
と
っ
て
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
コ
一
世

に
対
し
て
叩
頭
を
行
う
こ
と
は
乾
隆
帝
の
指
示
に
よ
る
「
施
主
の
代
理

人
」
と
し
て
の
極
め
て
公
的
な
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
の
応
接
を
担
当
し
た
旗
人
官
僚
の
多
〈
は
、

蒙
古
旗
人
を
は
じ
め
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
人
物
で
あ
っ
た
。
乾
隆
帝
は
、
彼
ら
に
「
施
主
の
代
理
人
」
と
「
中

華
王
朝
の
官
僚
」
の
立
場
を
柔
軟
に
使
い
分
け
た
上
で
、
自
身
の
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
尊
崇
の
念
を
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
伝
え
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
旗
人
官
僚
が
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
に
叩

頭
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
は
、
儒
教
的
価
値
観
を
強
く
も
つ
漢
人
官
僚

が
読
む
可
能
性
の
あ
っ
た
漢
文
文
書
に
は
勤
爾
謹
の
一
例
を
除
き
残
さ

れ
て
い
な
い
が
、
満
文
文
書
に
は
複
数
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
か

ら
旗
人
官
僚
が
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
の
も
と
に
赴
く
ご
と
に
叩
頭
を

行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
行
為
は
「
施
主
の

代
理
人
」
と
し
て
の
形
式
的
な
儀
礼
に
止
ま
ら
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒

と
し
て
の
個
人
的
心
情
の
発
露
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
応
接
担
当
白
旗

人
官
僚
と
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
と
の
間
に
は
、
中
華
世
界
の
儒
教
的

価
値
観
に
基
づ
く
支
配
・
被
支
配
の
関
係
は
実
質
的
に
存
在
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
仏
教
的
な
見
地
に
立
て
ば
、
旗
人
官
僚
は
「
施
主

の
代
理
人
」
と
し
て
も
、
ま
た
一
人
の
チ
ベ
y
ト
仏
教
徒
と
し
て
も
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
界
の
大
転
世
僧
で
あ
る
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
一
世
に
叩
頭

し
、
崇
敬
白
念
を
示
す
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
旗
人
官
僚
の
多
面
性
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
清
朝
と

チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は

考
え
る
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
旗
人
官
僚
の
多
菌
性
が
、
清
朝
伯
対

チ
ベ
ッ
ト
政
策
に
ど
四
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
詳
細
か
つ
具
体

的
に
検
討
し
、
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
実
態
解
明
に
努
め
て
い
き
た

し

注(
1
)

張
羽
新
『
清
政
府
与
剛
瞬
教
』
(
西
蔵
人
民
出
版
社
、

一
九
八
八
年
)
一
一
一

0
1
一
二
二
頁
、
石
積
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』
(
東
方
書
沼
、
二

O
O
一
年
)

三
三
七
1
三
三
八
頁
、
参
照
。

(
2
)

牙
合
章
『
班
禅
額
爾
徳
尼
伝
』
(
華
文
出
版
社
、
ニ

0
0
0

年
)
一
二
八

1
一
二
九
頁
、
陳
鍬
儀
・
郭
美
蘭
「
六
世
班
禅
承

徳
入
観
述
論
」
(
清
代
宮
史
研
究
会
編
『
清
代
宮
史
求
実
』
紫

禁
城
出
版
社
、
一
九
九
二
年
)
一
五
一

1
一
五
二
頁
、
参
照
。

(
3
)

郭
美
蘭
「
六
世
班
禅
朝
親
始
末
」
(
朱
誠
如
主
編
『
慶
賀
王

鍾
翰
教
授
九
十
華
誕
清
史
論
集
』
紫
禁
城
出
版
社
、
ニ

O
O三

年
)
六

O
六
頁
、
参
照
。

(
4
)

鈴
木
中
正
『
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
中
印
関
係
史

1
1十
八

世
紀
中
頃
か
ら
十
九
世
紀
中
頃
ま
で
|
|
J
』
{
一
橋
寄
一
一
房
、

一
九
六
一
一
年
)
三

O
L三
五
頁
、
参
照
。

(
5
)

石
積
氏
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
説
か
れ
る
菩
薩
王
恩

想
を
満
洲
・
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
の
王
侯
が
共
有
し
、
「
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
」
と
い
う
べ
き
一
つ
の
「
場
」
を
形
成
し
て

い
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
石
演
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界

の
歴
史
的
研
究
』
三
六
三

1
三
六
五
頁
、
参
照
。

(
6
)

石
漬
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』

三
四
七

1
三
五

O
頁
、
参
照
。

(
7
)
岡
洋
樹
「
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
と
清
朝
の
帝
国
統
治
」
(
『
歴

史
評
論
』
六
四
二
、
ニ

O
O三
年
)
五
三

1
五
三
頁
、
参
照
。

(
B
)

平
野
聡
『
清
帝
国
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題
1
!
l
多
民
族
統
合
の
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成
立
と
瓦
解
1
1
1』
(
名
古
屋
大
学
出
版
社
、
二

O
O
四
年
)

一
二
三
頁
、
参
照
。

(
9
)

陳
鍬
儀
郭
美
蘭
「
六
世
班
禅
承
徳
入
規
述
請
」
、
郭
美
蘭

「
六
世
班
禅
朝
甑
始
末
」
。

(
叩
)
本
稿
で
は
、
旗
人
官
僚
の
名
の
表
記
は
漢
語
に
よ
っ
て
行

い
、
初
出
の
場
合
に
の
み
(
)
に
て
満
洲
語
名
の
ロ
ー
マ
字

転
写
(
メ
レ
ン
ド
ル

7
式
)
と
所
属
の
旗
籍
を
示
す
(
旗
籍

に
関
し
て
は
、
伝
記
史
料
に
よ
り
特
定
が
可
能
な
者
に
限
る
)
。

留
保
住
白
旗
籍
に
関
し
て
は
、
『
満
漢
名
臣
伝
』
(
黒
竜
江
人
民

出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
続
集
、
巻
十
二
、
留
保
住
伝
、
参

目。

(
刊
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
三
集
、
巻
三
、
勅
爾
謹
伝
、
参
照
。

(
也
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
続
集
、
巻
四
、
伍
粥
泰
伝
、
参
照
。

(
恰
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
三
集
、
巻
十
一
二
、
倖
習
揮
(
保
泰
)
伝
、

参
照
。

(
叫
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
続
集
、
巻
二
十
二
、
傍
爾
卿
額
伝
、
参
照
。

(
泊
)
『
満
漢
名
医
伝
』
続
集
、
巻
十
六
、
鳥
爾
図
那
遜
伝
、
参
照
。

(
日
間
)
藷
達
(
自
民
凶
)
は
「
盟
友
」
を
意
味
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語
起
源

の
満
洲
語
で
、
清
朝
で
は
皇
子
・
宗
室
子
弟
に
騎
射
を
教
え
る

者
の
呼
称
と
さ
れ
た
。
こ
の
詰
達
の
総
責
任
者
が
総
諮
達
で
あ

る。

(
げ
)
『
満
漠
名
臣
伝
』
続
集
、
巻
九
、
永
貴
伝
、
参
照
。

(
地
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
続
集
、
巻
三
十
六
、
豊
仲
済
倫
伝
、
参
照
。

(
品
川
)
中
国
第
一
歴
史
楢
案
館
・
中
国
蔵
学
研
究
中
心
合
編
『
六
世

班
禅
朝
親
指
案
選
編
』
(
中
国
蔵
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、

以
下
『
選
編
』
と
略
称
)
一

O
六
買
に
収
録
さ
れ
て
い
る
乾
隆

四
十
四
年
十
月
二
十
日
の
勤
爾
護
等
の
奏
摺
。
な
お
こ
の
勤

爾
謹
等
の
奏
摺
を
除
き
、
本
稿
で
示
す
楼
案
史
料
は
い
ず
れ
も

中
国
第
一
歴
史
繕
案
館
編
『
乾
隆
朝
上
諭
楢
』
(
槍
案
出
版
社
、

一
九
九
一
年
)
或
い
は
中
圏
第
一
歴
史
稽
案
館
所
蔵
の
「
軍
機

処
満
文
班
禅
楢
」
「
軍
機
処
満
文
録
副
奏
摺
」
か
ら
の
引
用
で

あ
る
が
、
そ
の
中
で
『
選
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関

し
て
は
(
)
内
に
該
当
頁
数
を
明
記
す
る
。

(
初
)
乾
隆
中
葉
以
降
、
清
朝
皇
帝
の
上
諭
に
は
、
こ
の
寄
信
上
諭

(
廷
寄
字
寄
)
の
旧
か
、
内
閣
を
通
じ
て
公
に
宣
示
さ
れ
る

公
開
性
の
高
い
「
明
発
上
輸
」
が
存
在
し
た
。

(
剖
)
『
乾
隆
朝
上
諭
稽
』
第
九
冊
、
八
五
九
頁
(
『
選
編
』
一

O
九

i

二
O
頁
)
戸
乾
隆
四
十
四
年
一
一
月
初
三
目
、
勅
爾
謹
等

へ
の
寄
信
上
論
。

(
泣
)
た
だ
、
⑬
の
命
令
は
結
局
実
行
さ
れ
ず
、
勤
爾
謹
の
奏
摺
は

宮
中
に
、
乾
隆
帝
の
上
諭
は
そ
の
写
し
が
軍
機
処
に
保
存
さ

れ
、
現
在
ま
で
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
選
編
』
お
よ
び

「
乾
隆
朝
上
諭
楢
』
に
収
録
さ
れ
、
本
稿
で
の
引
用
が
可
能
と

な
っ
た
。

(
幻
)
石
演
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』

三
四
O
夏
、
参
照
。

(
剖
)
こ
の
と
き
の
軍
機
大
臣
と
朝
鮮
使
節
と
の
や
り
と
り
に
つ

い
て
は
石
漬
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』

三
三
九
頁
、
参
照
。
な
お
劉
為
『
清
代
中
朝
使
者
往
来
研
究
』

(
黒
竜
江
教
育
出
版
社
、
ニ

O
O
二
年
)
一
五
一

I
二
五
一
頁
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の
「
清
朝
与
朝
鮮
往
来
使
者
編
年
」
に
拠
れ
ば
、
朝
鮮
使
節
が

熱
河
の
避
暑
山
荘
に
来
訪
す
る
の
は
こ
の
と
吉
が
最
初
で
あ

る
。
こ
の
と
き
朝
鮮
使
節
は
、
宗
室
外
藩
王
公
等
を
招
い
て

開
催
さ
れ
る
宴
席
に
も
参
加
が
許
さ
れ
る
な
ど
厚
遇
を
受
け
て

い
る
。
朴
雌
源
『
熱
河
日
記
』
(
朱
瑞
平
校
点
、
上
海
書
届
出

版
社
、
一
九
九
七
年
)
一
六
六
買
に
は
、
山
東
の
都
可
(
緑
営

を
管
轄
す
る
官
員
。
正
四
品
)
で
あ
る
と
い
う
郁
成
と
い
う
人

物
が
須
弥
福
寿
廟
か
ら
戻
っ
た
朴
駈
源
に
対
し
て
「
活
傍
(
パ

ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
二
一
世
)
は
居
す
こ
と
深
厳
に
在
り
て
、
人
人
の

見
る
を
得
る
べ
き
所
に
非
ず
」
と
述
べ
、
自
分
で
は
パ
ン
チ
エ

ン
ラ
マ
三
世
に
会
え
な
い
の
で
ぜ
ひ
そ
の
相
貌
を
教
え
て
ほ
し

い
、
と
尋
ね
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三

世
と
の
会
見
も
朝
鮮
使
節
に
対
す
る
優
遇
措
置
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
乾
隆
帝
は
、
「
叩
頭
」
と
い
う
儀
礼
に

関
し
て
は
自
ら
の
「
中
華
皇
帝
」
と
「
文
殊
菩
薩
の
化
身
」
の

立
場
を
使
い
分
け
る
が
、
決
し
て
全
て
の
面
に
お
い
て
中
華
世

界
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
と
を
完
全
に
分
け
隔
て
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
儒
教
的
な
中
華
思
想
を
も
っ
朝
鮮
使
節
を
熱
河
で

の
万
寿
節
か
ら
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世

に
会
見
さ
せ
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
三
世
や
宗
室
・
外
藩
王
公
ら

が
列
席
す
る
宴
席
に
参
加
さ
せ
た
こ
と
は
、
異
な
る
価
値
観
を

持
つ
人
々
を
完
全
に
分
け
隔
て
る
と
い
う
発
想
が
乾
隆
帝
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
平
野
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
う
し
た
清
朝
の
「
使
い
分
け
」
・
「
分
け
隔
て
」
の

基
準
は
暖
昧
か
つ
柔
軟
な
も
の
で
あ
っ
た
(
平
野
聡
『
清
帝

国
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題
l

l多
民
族
統
合
の
成
立
と
瓦
解
l
l
i』

五
六
1
六
三
頁
、
八
八
頁
、
参
照
)
。

(
缶
)
平
野
氏
も
、
石
演
氏
が
引
用
し
た
箇
所
の
朴
肱
源
『
熱
河
日

記
』
の
記
載
を
参
照
し
、
乾
隆
帝
が
パ
ン
チ
エ
ン
三
世
に
叩
頭

し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
平
野
聡
『
清
帝
国
と
チ
ベ
ッ
ト

間
通
[
|
L
グ
タ
民
族
統
合
の
成
立
と
瓦
解
1
1
1
』
八
貰
、
参
照
。

(
昂
)
朴
此
源
『
熱
河
日
記
』
一
八
五
頁
、
参
照
。

(
U
)
石
演
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』

三
三
八
頁
、
参
照
。

(
却
)
朴
陛
源
『
熱
河
日
記
』
一
八
六
頁
、
参
照
。

(
四
)
朴
此
源
『
熱
河
日
記
』
一
八
五
頁
。

(
叩
)
拙
稿
「
清
朝
中
期
に
お
け
る
蒙
古
旗
人
の
自
己
認
識
l

l正

護
旗
蒙
古
旗
人
松
婿
の
例
を
中
心
に
1
1
1
」
(
『
内
陵
ア
ジ
ア
史

研
究
』
第
二
十
号
、
二

O
O五
年
)
七
六
頁
、
参
照
。

(
剖
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
巻
四
十
四
、
布
蘭
泰
列
伝
、
参
回
。

(
位
)
一
七
七
五
年
(
乾
隆
四
十
年
)
十
月
、
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
一
二

世
は
、
乾
隆
帝
か
ら
の
供
養
と
と
も
に
、
六
皇
子
・
宮
廷
内
の

大
師
大
臣
・
モ
ン
ゴ
ル
の
ラ
マ
等
か
ら
の
供
物
を
受
け
取
っ

て
い
る
。
嘉
本
央

H
久
麦
旺
波
著
、
許
得
存
・
卓
永
強
訳
『
六

世
班
禅
洛
桑
巴
丹
益
希
伝
』
(
西
蔵
人
民
出
版
社
、
一
九
九

O

年
)
=
一

O
八
買
、
長
品
開
。

(
出
品
)
ロ
シ
ア
叩
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ

1
氏
は
、
そ
の
著
作
で
、
果
親

王
允
礼
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
仏
典
の

モ
ン
ゴ
ル
語
へ
叩
翻
訳
、
仏
教
儀
礼
に
関
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語



の
著
述
の
執
筆
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る

(
S
E】
E
R
F
ロ
昌
E
m
r山、ョ
b
Z塁リ
n
5
2
E
C
G
U
下』
U
4白
)

』

h
g
n
p
尽
』
古
川
町
盟
諸
号
室
内
叫
コ
官
宮
、
嶋
田
ミ
乱
暴
走

-
z
s
z
z
r円

E
m
m
E身
O
町
戸
自
ぬ
巳
凶
間

E
自

己

n
z
-
E
1
2
。
町
〉

ω戸
別
自
己
〉
九
回

}E叩

」
『
。

-
4
9
5
3
)
。
向
著
作
に
関
し
て
は
、
井
よ
治
「
ウ

ラ
ジ
ミ

I
ル・

L
-
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ

l
著
司
、
富
町
内
主
主
九

chu--己
認
)
一
ミ
塁
忌
F
g
a
F
E遺
言
。
呈
出
宣
言
出
足
是
主
」

(
『
満
族
史
研
究
通
信
』
第
七
号
、
一
九
九
八
年
)
が
論
評
を

「
打
っ
て
い
る
。

(
出
)
石
演
橋
美
子
「
薙
疋
期
の
皇
室
外
交
の
二
面
性
!
|
|
呆
親
王

四
チ
ベ
ッ
ト
奉
使
旅
行
1
1
1」
(
『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第

二
十
号
、
二
O
O
五
年
)
九
一
頁
。

(
お
)
拙
稿
「
清
朝
中
期
に
お
け
る
蒙
古
旗
人
の
自
己
認
識
|
|
正

藍
旗
蒙
古
旗
人
松
錆
の
例
を
中
心
に
1

1」
七
五
頁
、
参
照
。

(
鉛
)
庫
使
は
清
代
に
お
い
て
中
央
の
六
部
・
都
察
院
等
の
各
血
に

置
か
れ
た
官
員
で
、
槽
冊
の
管
理
、
出
納
、
使
者
等
を
つ
と
め

た。

(
訂
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
三
集
、
巻
八
、
福
隆
安
伝
、
参
照
。

(
拘
)
「
軍
機
処
満
文
班
禅
梯
」
一
七
四
O
三
九
(
『
選
編
』

一
ご
O
頁
)
、
乾
隆
四
十
五
年
七
月
初
八
日
、
福
隆
安
等
奏
。

な
お
本
稿
が
「
軍
機
処
満
文
班
禅
稽
」
か
ら
引
用
す
る
満
文
史

料
に
つ
い
て
は
『
選
編
』
に
漢
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
示
す
訳
文
は
全
て
原
典
で
あ
る
満
文
史
料
か
ら
訳
出
し
た

も
の
で
あ
る
。

(
犯
)
「
軍
機
処
満
文
班
神
稽
」
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一
七
四
O
一
二
九
(
『
選
編
』

二
一
四
頁
)
、
乾
隆
四
十
五
年
七
月
十
二
日
、
福
隆
安
等
奏
。

(
岨
)
「
軍
機
処
満
文
班
禅
楢
」
一
七
四
O
|
三
九
(
『
選
編
』

二
一
九
頁
)
、
乾
隆
四
十
五
年
七
月
十
七
日
、
福
隆
安
等
奏
。

(
削
)
例
え
ば
、
康
照
帝
は
あ
る
旗
人
官
僚
に
与
え
た
満
文
殊
批
の

中
で
「
私
の
こ
の
言
葉
は
極
め
て
意
義
重
大
で
あ
る
。
教
養
あ

る
漢
人
官
僚
は
わ
れ
ら
満
州
が
長
続
き
す
る
よ
う
に
と
は
望
ん

で
い
な
い
」
と
述
べ
、
満
洲
政
権
の
速
や
か
な
没
落
を
願
っ
て

い
る
漢
人
官
僚
に
欺
か
れ
ぬ
よ
う
に
と
警
告
し
て
い
る
。
マ
ー

ク
H

エ
リ
オ
ッ
ト
(
柳
津
明
訳
)
「
中
国
第
一
歴
史
繕
案
館

所
蔵
内
閣
・
宮
中
満
文
檎
案
概
述
」
(
『
東
方
学
』
第
八
十
五

輯
、
一
九
九
三
年
)
一
五
六
頁
、
参
照
。
ま
た
キ
ュ

l
ン
氏

も
、
乾
隆
朝
後
半
に
お
い
て
満
洲
語
が
機
密
用
言
語
と
し
て
有

用
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
イ
リ
ッ
プ

H

A

H

キ
ュ

l
ン
『
中
国
近
世
の
霊
魂
泥
棒
』
九
谷
井
俊
仁
・
谷
井
陽

子
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
)
八
八

1
八
九
頁
、
参
照
。

(
m
H
)

乾
隆
二
十
八
年
五
月
、
庫
倫
塀
事
大
臣
の
福
徳
(
司
E
0
・

鎮
白
旗
蒙
古
)
は
、
ハ
ル
ハ
uu

モ
ン
ゴ
ル
の
チ
ベ
ァ
ト
仏
教

僧
で
最
高
の
地
位
に
あ
る
ジ
ェ
プ
ツ
ン
ダ
ン
パ

H

ホ
ト
ク
ト

の
仏
堂
に
赴
吉
、
踊
拝
を
行
っ
た
こ
と
を
満
文
奏
摺
で
乾
隆
帝

に
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
乾
隆
五
十
三
年
二
月
、
駐
蔵
大
臣
の

雅
満
泰

(
E
B
E
E
-
正
黄
旗
蒙
古
)
は
、
シ
ガ
ツ
ェ
に
赴
き

パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
四
世
に
脆
拝
し
た
こ
と
を
同
じ
く
満
文
奏
摺

で
上
奏
し
て
い
る
。
拙
稿
「
清
朝
中
期
に
お
け
る
蒙
古
旗
人
の

自
己
認
識
1
i正
藍
旗
蒙
古
旗
人
松
埼
の
例
を
中
心
に
1
1
J」

七
七

1
七
八
頁
、
参
照
。



(
特
)
「
軍
機
処
満
文
班
禅
槙
」
一
七
回

O

三
九
(
『
選
編
』

一ニ

O
九
頁
)
、
乾
隆
四
十
五
年
十
一
月
初
三
目
、
福
隆
安
等
奏
。

(
判
)
『
満
漢
名
臣
伝
』
巻
四
十
四
、
班
第
列
伝
、
参
照
。
慶
麟
は

班
第
の
子
で
あ
る
。

(
拍
)
「
軍
機
処
満
文
録
副
奏
摺
」
一
三
四
一
一
|
0
2
一
一
一
(
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
一
三
八
二
八
五
九
)
、
乾
隆
五
十
一
年
十
一
月

初
四
日
、
留
保
住
奏
。
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[
付
記
]
本
稿
は
、
中
国
社
会
文
化
学
会
一
一

O
O五
年
度
大
会
(
東

京
大
学
文
学
部
一
番
大
教
室
、
ニ

O
O五
年
七
月
九
日
)
に
お
い
て

報
告
し
た
内
容
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
種
々
の
助

言
を
賜
っ
た
諸
氏
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
本
稿
は
、
二

O
O四

年
度
笹
川
科
学
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


